
+

手続きチェックシート 転出
他の区市町村へ引越しされる方へ

・代理人の本人確認書類 ※１

必要な書類がそろわないと、後日あらためてご来庁いただく場合があります。

転出届
届出に必要なもの

引っ越しする本人が手続きをする場合

・本人確認書類（窓口に来られる方の分） ※１

代理人が手続きをする場合

・引っ越しする本人が記入した委任状

上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険の資格確認書、

年金手帳、学生証、社員証などを２点以上お持ちください。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署が発行した

顔写真付きのものになります。

※１本人確認書類について

関連する手続きは

内側にあります

市民課 窓口担当

☎０４２－３４６－９８０4（直通）

〇郵送で転出届を提出できます

下記書類を揃え、市民課窓口担当宛てにお送りください。

・転出証明書請求書（市ホームページからダウンロードできます）

・返信用封筒（１１０円切手を貼付）

・本人確認書類の写し ※１

・小平市の健康保険資格確認書（お持ちの方）

※全ての関連手続きが記載され

ているものではありません。

ご注意ください。

マイナポータルから転出手続きができます。詳細はこちらからご覧ください。

〇マイナンバーカードをお持ちの方は

オンラインで転出手続きができます

※マイナンバーカードを申請中の方

カードを受け取る前に転出手続きをすると、既に申請されたマ

イナンバーカードは失効するため新住所地で新たに申請してく

ださい。

・転出証明書（マイナンバーカードを利用した転出届をされた方は、発行されません）

・届出人の本人確認書類

・マイナンバーカード（お持ちの方）

・在留カードまたは特別永住者証明書（外国人の方）

・代理人が手続きする場合は、引っ越しする本人が記入した委任状

※転入についてご相談がある場合は、新住所地の役所にご相談ください。

新しい住所に住み始めた日から１４日以内に、新住所地の役所で転入の届出をしてください。

転入届に必要なもの

こんなときはどうしたらいいの？
転出証明書を紛失したとき 転出証明書を再交付いたします。平日に、市民課または東西出張所に

本人確認書類をお持ちのうえおこしください。

転入の予定がなくなり、転出を取りやめるとき 市民課（☎042-346-9805）にお問い合わせください。

海外に転出後、日本に帰国し転入届をする場合 転入された方全員の入国日がわかるもの（パスポート等。お持ちでない場合にはお

問い合わせください。）、戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 、戸籍附票（本籍・

筆頭者を載せたもの）が必要です。※小平市に本籍がある方は、戸籍関係の証明書

は不要です。

また、外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

Ｑ Ａ

ＡＱ

Ｑ Ａ

Ｑ外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官

国民審査の投票をするとき

Ａ「在外選挙」の登録申請が必要です。最終住所地の市町村選挙管

理委員会か転出先の在外公館でできます。選挙管理委員会事務局

（☎042－346－9576）までお問い合わせください。

小平市役所
〒１８７－８７０１

小平市小川町２－１３３３

☎０４２－３４１－１２１１（代表）

午前８時３０分から午後５時まで
（日曜日、祝日、年末年始の閉庁日はお休みです）

※土曜窓口は、本庁舎内の４課（市民課、保険年金課、税務課、収納

課）が午前８時３０分から午後０時１５分まで開庁していますが、取

扱業務は、平日の一部の業務に限られます。



 転出に関するおもな手続き
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□ 国民健康保険の脱退「★」 ・資格確認書
変更があった日から
１４日以内

保険年金課
国民健康保険担当
☎042-346-9529

○ ○ 「加入」の手続き

後期高齢者医療制度に加入している方 脱退

　　　東京都外へ転出 「負担区分証明書」の受取

国内の他区市町村へ転出

海外へ転出する
第１号被保険者の方

希望があれば「海外任意加入」の届
出

・年金手帳または基礎年
金番号通知書
※代理人が届出する場合
は委任状

すみやかに（遡って
任意加入することは
できません。）

市
役
所
１
階

保険年金課
高齢者医療・年金担当
☎042-346-9531

× ○ なし

□

納税管理人申告
（帰国までの間、ご本人に代わって
「納税に関する一切の事項を処理
していただく方」を定める）

・本人確認書類
納税管理人を定める
必要が生じた日から
１０日以内

税務課
市民税担当/土地担当/
家屋・償却資産担当
☎042-346-9522・
9523/9524/9525

○ ○

□

軽自動車税廃車申告と標識返納
※車両の定置場が今後も市内の場合
は手続き不要ですが、その旨ご連絡
ください。
※ナンバープレートと標識交付証明
書を持参して、直接新住所で「転入
登録」手続きをすることも
可能です。

・本人確認書類
・ナンバープレート
・標識交付証明書

すみやかに
税務課
庶務担当
☎042-346-9521

○ ○
転出先の市区町村
にお問い合わせく
ださい。

□

転出先の管轄の軽
自動車検査協会に
お問い合わせくだ
さい。

□
転出先の管轄の運
輸支局にお問い合
わせください。

□ 〇 ×

□ △ ×

□ × ×

□ 住所変更
※こども若者みらい課へ
お問い合わせください

すみやかに × × なし

□ 学童クラブの退会届 すみやかに
こども若者みらい課
学童クラブ担当
☎042-346-9543

○ ×
「学童クラブの
入会」手続き

□ 住所変更
※こども若者みらい課へ
お問い合わせください

すみやかに
こども若者みらい課
相談支援担当
☎042-346-9628

× ×

※小平市こども若
者みらい課にお問
い合わせくださ
い。

□
退園届の提出(継続通園含む)
申込みの取り下げ
転出の届出　など

※保育課へお問い合わせ
ください。

すみやかに
保育課
入園・認定担当
☎042-346-9601

× ×

①「入園」の
手続き
②「施設等利用給
付認定」の手続き
③「乳児等支援給
付認定」の手続き

□ 補助金申請　など
※保育課へお問い合わせ
ください。

すみやかに

保育課
幼稚園・認可外保育
施設担当
☎042-346-9645

× ×
「補助金申請」の
手続き

□

①転校の手続き
・在学校から「在学証明書」、
「教科書給与証明書」の受取
②区域外就学の手続き
・転出届が市民課で済みましたら、
学務課窓口にお越しください。

すみやかに
市
役
所

５
階

証明書類の受取は
在学校

学務課
学事保健担当
☎042-346-9570

× ×

「転校」の手続き
＜必要なもの＞
在学証明書、教科
書給与証明書

　　　　東京都内へ転出

異動届の提出
「マル障受給者証交付状況連絡票」
の受取
未使用分のタクシー券の返却

すみやかに △ ×

　　　　東京都外へ転出
異動届の提出
マル障受給者証の返却
未使用分のタクシー券の返却

すみやかに ○ ×

そ
の
他

□
転出先の市区町村
にお問い合わせく
ださい。

●マイナンバーの情報連携がはじまり、マイナンバーの提示により、一部手続きに必要なもの（住民票や課税・非課税証明書（所得証明書）等）が省略できる場合がございますので、ご確認ください。
※申請書類等にマイナンバーを記入する場合、窓口でマイナンバー（個人番号）の分かる書類（原本）及び本人確認書類をあわせて提示してください。
●出張所・土曜窓口における「△」は、一部受付できない場合がありますので、手続き窓口へご確認ください。
●新住所地での手続きにつきましては、詳細は転出先の市区町村にお問い合わせください。
●主な手続きの内容における「★」は、転出届と同時に市民課で一部受付できます。

公立の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者の
方

健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー

１
階

障
　
が
　
い

□

以下に該当する方

・心身障害者福祉手当
・心身障害者医療費
助成制度（マル障）を
受けている
・タクシー券、ガソリ
ン費助成など、その他
障がい者サービスを
受けている

こ
　
　
　
ど
　
　
　
も

・マル障受給者証
・タクシー券

障がい者支援課
事業推進担当
☎042-346-9540

転出先の市区町村
にお問い合わせく
ださい。

新住所地での
手続き

保
　
　
険

国民健康保険に加入している方

分
類

○

手続き窓口

犬を飼っている方

市
 
 

役
 
 

所
 
 

２
 
 

階

税

海外に転出する方で、市・都民税、固定資産税・
都市計画税を課税されている方

市
役
所
２
階

原動機付自転車・小型特殊自動車をお持ちの方

三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方
軽自動車検査協会にお問い合わせください。
軽自動車検査協会 東京主管事務所多摩支所
☎050-3816-3104

総排気量１２５ｃｃ超のバイクをお持ちの方
運輸支局にお問い合わせください。
東京運輸支局　多摩自動車検査登録事務所
☎050-5540-2033

①認可保育園等に入園（内定）している、または入
園申込みをしているお子さんがいる方
②幼稚園、認証保育所などの認可外保育施設を利用
するお子さんがいる方
※利用施設を通じて手続きをしていない場合
③乳児等支援給付認定を受けているお子さんがいる
方（こども誰でも通園制度）

幼稚園、認証保育所などの認可外保育施設を利用す
るお子さんがいる方
※利用施設を通じて手続きをしていない場合

０歳～１８歳（一部２０歳未満）のお子さんがいて
ひとり親家庭の方
・ひとり親関係手当（児童扶養手当、児童育成
手当）を受給している方
・ひとり親家庭医療証（マル親）をお持ちの方

出
張
所

土
曜
窓
口

市
役
所
１
階□ ・資格確認書

変更があった日から
１４日以内

確
認

対　　　象　　　者
主な手続きの内容

（申請・注意事項等）
手続きに必要なもの 期　間

年
　
　
金

□
国民年金に加入して
いる方

保険年金課
高齢者医療・年金担当
☎042-346-9538

○ 「加入」の手続き

障がいのあるお子さん（０歳～２０歳未満）の手当
を受給している方
・特別児童扶養手当
・児童育成手当
・心身障害児福祉手当

学童クラブを利用している方

自立支援給付金等を受けている方

「認定請求」、
「住所変更」の
手続き
＜必要なもの＞
・マイナポータル
　の医療保険の資
　格情報
※出張所では資格
情報のお知らせ
（A4サイズの
紙）、資格確認書
・通帳等

※児童手当の手続
きは転出予定日の
翌日から起算して
１５日以内にして
ください。

医療証の返却、資格の消滅
住所変更

・各種医療証 すみやかに

０歳～高校生相当年齢のお子さんがいる方
・児童手当を受給してる方
・乳幼児医療証（マル乳）をお持ちの方
・義務教育就学児医療証（マル子）をお持ちの方
・高校生等医療証（マル青）をお持ちの方

ひとり親の貸付を受けている、または償還中の方

こども若者みらい課
手当助成担当
☎042-346-9544
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